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銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表

○

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
定
款
）

（
定
款
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

前
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
を
解
散
事

２

前
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
を
解
散
事

由
と
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

由
と
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

平
成
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
の
経
過

一

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
の
経
過

二

平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
以
後
に
お
い
て
、
買
い
取
っ
た
株
式
（
こ
れ
に

二

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
以
後
に
お
い
て
、
買
い
取
っ
た
株
式
（
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
第
四

準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
第
四

十
条
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法

十
条
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法

人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項

人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
権
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
受

に
規
定
す
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
権
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
受

益
権
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
投
資
口
（
以
下
こ
の

益
権
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
投
資
口
（
以
下
こ
の

章
に
お
い
て
単
に
「
投
資
口
」
と
い
う
。
）
を
す
べ
て
処
分
し
た
こ
と
。

章
に
お
い
て
単
に
「
投
資
口
」
と
い
う
。
）
を
す
べ
て
処
分
し
た
こ
と
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
会
員
か
ら
の
株
式
の
買
取
り
等
）

（
会
員
か
ら
の
株
式
の
買
取
り
等
）

第
三
十
八
条

第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
株
式
の
買
取
り
（
第
三

第
三
十
八
条

第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
株
式
の
買
取
り
（
第
三

十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
買
取
り
を
除
く
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お

十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
買
取
り
を
除
く
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
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い
て
同
じ
。
）
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
の
売
付
け

い
て
同
じ
。
）
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
の
売
付
け

の
媒
介
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

の
媒
介
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
別
株
式
買
取
り
は
、
当
該
特
別
株
式
買
取
り
の
申
込
み
に
係
る
株
式
が
次

３

特
別
株
式
買
取
り
は
、
当
該
特
別
株
式
買
取
り
の
申
込
み
に
係
る
株
式
が
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
株
式
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
内
閣
府
令
・
財
務
省

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
株
式
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
内
閣
府
令
・
財
務
省

令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
行
っ
て
は
な
ら
な
い

令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
行
っ
て
は
な
ら
な
い

。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

優
先
株
式
（
剰
余
金
の
配
当
及
び
残
余
財
産
の
分
配
に
つ
い
て
優
先
的
内

二

優
先
株
式
（
剰
余
金
の
配
当
及
び
残
余
財
産
の
分
配
に
つ
い
て
優
先
的
内

容
を
有
す
る
株
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
優
先
株
式
を

容
を
有
す
る
株
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
優
先
株
式
を

発
行
し
た
会
社
に
対
し
、
平
成
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
内
閣

発
行
し
た
会
社
に
対
し
、
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
内
閣

府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
当
該
優
先
株
式
と
引
換
え
に
当
該
会

府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
当
該
優
先
株
式
と
引
換
え
に
当
該
会

社
が
発
行
す
る
前
号
に
掲
げ
る
株
式
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

社
が
発
行
す
る
前
号
に
掲
げ
る
株
式
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
（
同
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

の
（
同
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三

優
先
株
式
で
あ
っ
て
、
当
該
優
先
株
式
を
発
行
し
た
会
社
（
第
一
号
に
掲

三

優
先
株
式
で
あ
っ
て
、
当
該
優
先
株
式
を
発
行
し
た
会
社
（
第
一
号
に
掲

げ
る
株
式
を
発
行
し
て
い
る
会
社
に
限
る
。
）
が
、
一
定
の
事
由
が
生
じ
た

げ
る
株
式
を
発
行
し
て
い
る
会
社
に
限
る
。
）
が
、
一
定
の
事
由
が
生
じ
た

こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
優
先
株
式
を
平
成
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
優
先
株
式
を
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
で
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

の
間
で
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
（
当
該
優
先
株
式
と
引
換
え
に
当
該
優
先
株
式
の
発
行
価
格
以
上
の

る
も
の
（
当
該
優
先
株
式
と
引
換
え
に
当
該
優
先
株
式
の
発
行
価
格
以
上
の

金
銭
が
交
付
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

金
銭
が
交
付
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

（
略
）

四

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）



- -3

（
発
行
会
社
か
ら
の
株
式
の
買
取
り
）

（
発
行
会
社
か
ら
の
株
式
の
買
取
り
）

第
三
十
八
条
の
二

第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
株
式
の
買
取
り
（

第
三
十
八
条
の
二

第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
株
式
の
買
取
り
（

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
買
取
り
を
除
く
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
買
取
り
を
除
く
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

じ
。
）
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

発
行
会
社
株
式
買
取
り
は
、
当
該
発
行
会
社
株
式
買
取
り
の
申
込
み
に
係
る

３

発
行
会
社
株
式
買
取
り
は
、
当
該
発
行
会
社
株
式
買
取
り
の
申
込
み
に
係
る

株
式
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
株
式
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
内
閣
府
令

株
式
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
株
式
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
内
閣
府
令

・
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
行
っ
て
は

・
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

優
先
株
式
で
あ
っ
て
、
当
該
優
先
株
式
を
発
行
し
た
会
社
に
対
し
、
平
成

二

優
先
株
式
で
あ
っ
て
、
当
該
優
先
株
式
を
発
行
し
た
会
社
に
対
し
、
平
成

三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
日

三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
日

ま
で
に
当
該
優
先
株
式
と
引
換
え
に
当
該
会
社
が
発
行
す
る
前
号
に
掲
げ
る

ま
で
に
当
該
優
先
株
式
と
引
換
え
に
当
該
会
社
が
発
行
す
る
前
号
に
掲
げ
る

株
式
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
同
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

株
式
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
同
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

く
。
）

三

優
先
株
式
で
あ
っ
て
、
当
該
優
先
株
式
を
発
行
し
た
会
社
（
第
一
号
に
掲

三

優
先
株
式
で
あ
っ
て
、
当
該
優
先
株
式
を
発
行
し
た
会
社
（
第
一
号
に
掲

げ
る
株
式
を
発
行
し
て
い
る
会
社
に
限
る
。
）
が
、
一
定
の
事
由
が
生
じ
た

げ
る
株
式
を
発
行
し
て
い
る
会
社
に
限
る
。
）
が
、
一
定
の
事
由
が
生
じ
た

こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
優
先
株
式
を
平
成
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
優
先
株
式
を
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
で
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

の
間
で
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
（
当
該
優
先
株
式
と
引
換
え
に
当
該
優
先
株
式
の
発
行
価
格
以
上
の

る
も
の
（
当
該
優
先
株
式
と
引
換
え
に
当
該
優
先
株
式
の
発
行
価
格
以
上
の

金
銭
が
交
付
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

金
銭
が
交
付
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
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四

（
略
）

四

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
会
員
か
ら
の
受
益
権
の
買
取
り
）

（
会
員
か
ら
の
受
益
権
の
買
取
り
）

第
三
十
八
条
の
五

第
三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
受
益
権
の
買
取
り

第
三
十
八
条
の
五

第
三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
受
益
権
の
買
取
り

は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
会
員
か
ら
の
投
資
口
の
買
取
り
）

（
会
員
か
ら
の
投
資
口
の
買
取
り
）

第
三
十
八
条
の
六

第
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
投
資
口
の
買
取
り

第
三
十
八
条
の
六

第
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
投
資
口
の
買
取
り

は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
特
別
勘
定
の
廃
止
）

（
特
別
勘
定
の
廃
止
）

第
四
十
九
条

機
構
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
以
後
に
お
い
て
、
特
別
株
式

第
四
十
九
条

機
構
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
以
後
に
お
い
て
、
特
別
株
式

買
取
り
、
発
行
会
社
株
式
買
取
り
、
受
益
権
の
買
取
り
及
び
投
資
口
の
買
取
り

買
取
り
、
発
行
会
社
株
式
買
取
り
、
受
益
権
の
買
取
り
及
び
投
資
口
の
買
取
り

と
し
て
買
い
取
っ
た
対
象
株
式
等
を
す
べ
て
処
分
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項

と
し
て
買
い
取
っ
た
対
象
株
式
等
を
す
べ
て
処
分
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
（
次
項
に
お
い
て
「
特
別
勘
定
」
と
い
う

第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
（
次
項
に
お
い
て
「
特
別
勘
定
」
と
い
う

。
）
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

。
）
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）


